
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みね新聞７４号に記載させていただいたとおり、障害ある

なしにかかわらず、働ける機会や環境は整備されていなけれ

ばなりません。障害者の就労支援に関する法整備や取り組み

が進んでおりますが、障害があることが働く機会を得る障害

になっている現実があります。 

 大和市においては、身体障害のある方の新規任用の機会を

設けており、任用後に精神障害者手帳を取得された方を含め

て、身体障害、精神障害のある方が勤務されております。 

しかし、知的障害、精神障害のある方の新規任用の機会は

未だに設けられておりません。 

 

 

大和市議会議員  あかみね太一 （３６） 
【プロフィール】昭和 55年 11月 27日生まれ。   【討議資料】 

平成２７年、政党や組織の支援を一切受けずに大和市議会議員選挙に

挑戦し二期目の当選を果たす。議員活動を行いながら通信制の大学で

福祉を学び、さらに福祉関連資格の取得にも挑戦している。 

妻とダウン症の９歳の娘、６歳の長男と３歳の次男の５人家族。桜ヶ

丘在住。防災士としても活動を展開中。 

【発行・連絡先】あかみね太一ｔｅｌ＆ｆａｘ ０４６－２６８－８３３０ 

〒242-0024 神奈川県大和市福田６－１３－１フジコーポ福田３０１ 

 

  

■一般質問で取り上げました 

 

 

■新たな施策の展開を求めて 

 

 こうした点を踏まえて、いくつかの質問を行いました。私の質問は以下の通りです。 

①ことし４月１日現在で、大和市役所で任用されている職員のうち、障害のある方は何名か。そのうち、知的障

害、精神障害のある方は何名か。過去 10年間における障害のある方の採用実績について 

②知的障害、精神障害のある方を新たに任用していないのはなぜか 

③一定の条件のもとで、知的障害、精神障害のある方を新たに任用するべきと考えるがどうか 

また、自分の子に合ったサービスを提供している施設はどこなのか、安心して子供を預けられる施設はどこなのか

など、施設を利用する子供たちの保護者は多くの施設情報を必要としています。 

事前に多くの施設情報が収集できていれば、医療計画作成時の調整や相談もスムーズになるものと考えられま

す。障害児支援サービスを提供する福祉施設に関しても、時代に即した情報提供のあり方を検討し、官民を問わず、

利用者のニーズに合った施設情報をわかりやすく提供できる環境が必要と考えることから、施設情報を大和市ウェ

ブサイトからアクセスできる環境を整備することについて以下のように質問を行いました。 

①障害児支援サービスを提供している施設情報を利用者が理解しやすいよう情報発信する必要があるのでは 

②大和市ウエブサイトに施設ウエブサイトのリンクを作成してみてはどうか。 

行政の答弁については裏面をご覧ください。 



 

 
 

「みねスクエア」とは、自由に意見交換を行う少人

数の座談会です。予約や連絡、参加費用は必要あり

ません。ぜひご気軽にご参加下さい。 
●第９０回みねスクエア  
８月２７日(日)１６：００～１７：００ 
場所：桜丘学習センター  ２０２講習室 
●第９１回みねスクエア 
９月２４日(日)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
●第９２回みねスクエア 
１０月２８日(土)１６：００～１７：００ 
場所：渋谷学習センター  ３０７会議室 
公務や学校等により日程が変更になる場合があ
ります。恐れ入りますが参加される際はホームペ
ージなどでご確認下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あかみね太一は３６歳になりました 

 時の流れは早いもので、気がつくと３６歳になりました。思い起

こせば、３０歳で市議会議員に立候補、娘の心臓手術、長男と

次男の誕生など、多くの出来事がありました。この６年間を支え

ていただいた多くの皆様に改めて感謝を申し上げます。 

メールアドレス  info@akamine.tv 

ツイッター    ＠ａｋａｍｉｎｅｍｉｎｅ 

電話・Ｆａｘ    046-268-8330 
（恐れ入りますが、不在も多いので、ｆａｘやメールのほうが助かります） 
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 私の質問に市長は「本市では、障害のある方が地域の中で充実した社会生活を送るためにも就労は重要な要素で

あると考えており、本市職員においても平成17年度以降、毎年身体障害者を対象とした採用試験を実施していると

ころである。佐世保市のように知的障害者を非常勤職員として任用し、庁内の内部作業を担ってもらう事例がある

ことは承知している。ただし、その実施に当たっては、ノウハウのある指導担当職員の配置や、採用から再就職支

援まで、関係機関と連携した支援体制の構築など、さまざまな条件を整える必要があると考えている。このため、

同様の取り組みについて、引き続き他市の事例等の調査研究をし、今後も法定雇用率の確保を図るとともに、事業

主としての責務を果たしていきたいと考えている」と答弁され、総務部長からは「本市が任用している障害者数は、

採用後に障害者手帳を取得した者も含め、全体で25名であり、このうち身体障害者が22名、精神障害者は３名で

ございます。過去10年に実施いたしました障害者を対象とした採用試験は全て身体障害者を対象としたもので、合

計５名を採用している。なお、知的障害、精神障害者を対象とした採用試験については、当該職員が従事する業務

を確保することや、障害者の特性に応じた指導や支援体制を構築することなど、検討すべき課題が多くあることか

らこれまで実施には至っていないが、引き続き研究していきたい」との答弁がありました。 

 さらに子ども部長より「議員御提案の施設のウェブサイトへのリンクについては、事業所指定を管轄する県が委

託運営をする情報サイト、障害福祉情報サービスかながわに最新の詳細な事業所情報が掲載されていることから、

このサイトへのリンクを作成し、より市民にわかりやすい情報提供に努めたところである」と答弁がありました。 

知的障害や精神障害のある方に対する雇用機会に関する研究が進むことと、より良い情報提供ができる環境を整備

された点を評価し質問を終えました。今後もこの課題については、引き続き取り組みを進めてまいります。 

 

 

■行政の答弁 

 

 

出張防災講習を行います！ 

皆様からのご要望にお応えして、防災士の私達が無料で出張

防災講習を行います。少人数でもかまいません。 

機材はこちらで用意いたします。気軽にお問い合わせ下さい。 

あわせて皆様からの様々なご意見をお待ちしております。 

メールアドレス  info@akamine.tv 

ツイッター    ＠ａｋａｍｉｎｅｍｉｎｅ 

電話・Ｆａｘ    046-268-8330 
（恐れ入りますが、不在も多いので、ｆａｘやメールのほうが助かります） 

 

大
変
お
手
数
で
す
が

六
十
二
円
切
手
を
お

貼
り
く
だ
さ
い
。 

mailto:info@akamine.tv
mailto:info@akamine.tv

